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分権改革

 石　見　　　豊

　　　 目　　次

1．はじめに

2．英国における分権の状況

3．枠組み・視点としての「政治と行政」

4．英国の分権の特徴と課題

5．おわりに

　１．はじめに

　本日のシンポジウムでは，「政治と行政」がメインテーマになっています。

わたしの専門は行政学で，行政学という学問はまさにこの政治と行政の関係が

契機となり誕生した学問であり，その後の行政学の発展の中でも両者の関係が

論じられ続けてきました。ただし，その点については優れた教科書が多く出て

いますので，関心のある方はそちらを参考にして頂ければ幸いです（1）。

　わたしが本日のシンポジウムでお話しするのは，最近，わたしが関心を持っ

ている英国における分権の状況についてです。一見，本日のシンポジウムのテー

マの「政治と行政」とは無関係に見えますが，英国における分権の状況を「事

例」として，それを政治と行政という「枠組み・視点」から整理してお話しし

たいと思います。

　大まかなお話の流れを示しますと，第一に，英国の分権の状況がどうなって

いるのかということについて概観します。第二に，分権（改革）の事例に「政

治と行政」の視点がどのように道具立てとして用いることができるのかという

点について整理します。第三に，「政治と行政」の視点から見る時，英国の分
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権について特徴や課題として何が言えるのかについて考えます。

　2．英国における分権の状況

　みなさん覚えておられますか。2014 年 9 月 18 日に英国のスコットランドで，

スコットランドの英国からの独立の是非を問う住民投票が実施されました。結

果は，賛成 45％，反対 55％で否決されました（2）。投票結果が判明した 9 月 19

日の朝，英国政府のデイビッド・キャメロン首相は，首相官邸前で声明を発表

しました。その内容を大きく要約すると，次の 4 点がポイントだと思います（3）。

①スコットランドについては，今後もさらなる分権（権限委譲）のあり方につ

いて検討する。②英国の他の地域，ウェールズ，北アイルランド，イングラン

ドについてもスコットランドと同様に権限委譲のあり方について検討する。③

特にイングランドについては，「イングランドの法律にはイングランドの議員

による投票を」（詳しくは後述を参照）という点について検討する。④イング

ランド内の大都市（great cities）に対しても権力付与のあり方について検討す

る。この 4 点が，スコットランド独立住民投票後の英国における分権を方向づ

けたと言えます。

　少し話が前後しますが，英国での分権への取り組みは，上記の首相声明によっ

て始まった訳ではなく，1999 年に始まったものです。1999 年にスコットラン

ド議会とウェールズ議会が設けられ，英国議会から立法権の一部が委譲されま

した。また，2000 年には北アイルランド議会も設けられ，同様に立法権の一

部が委譲されました（4）。この英国の分権の中身を見て面白いのは，各地域議会

に委譲される内容や程度が異なることです。特に，スコットランドとウェール

ズのちがいが対照的です。スコットランドには，1999 年当初から主な法律の

制定権と国税（所得税）の税率変更権（5）が認められました。一方，ウェールズ

についてはそのような大きな権限は認められなく，あくまでも英国議会が制定

した法律の範囲内で細則が定められる程度の内容でした。それぞれの地域の歴

史的背景も踏まえて，分権（権限委譲）の中身や程度が異なる点が，英国の分
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権の特徴の一つだと思います。

　もう一つの基本的な特徴は，これまで地域議会が設置され，英国議会からの

権限委譲が実施されたのは，スコットランド，ウェールズ，北アイルランドの

3 地域のみに対してであり，イングランドについてはそのような動きがないと

いうことです（6）。英国（連合王国）という国家は，イングランド，ウェールズ，

スコットランド，北アイルランドの 4 地域で構成されていますが，元来この 4

地域は別々の王国でした（ウェールズのみ公国）。最強国のイングランドが他

の 3 つの王国および公国を順々に吸収・合併して現在の国家形態になりました。

そういう経緯もあり，英国（連合王国）議会がイングランド議会の役割を兼ね

てきました。

　しかし，この形態だとある矛盾が生じます。例えば，スコットランドを例に

挙げると，分権（立法権の委譲）の結果，スコットランド議会は英国議会を通

すことなく，ほとんどの法律を独自に制定することができるようになりました。

審議はスコットランド議会で行うので，イングランドの政治家たちはスコット

ランドの問題には口出しできません。一方，イングランドに関する法律は英国

議会で審議し制定します。英国議会の下院（庶民院）のメンバーには，スコッ

トランドを選挙区とする議員も含まれています。つまり，イングランド選出の

国会議員はスコットランドの問題にタッチできないのに，スコットランド選出

の議員はイングランドの問題に関与できるという矛盾点です（7）。これについて

は現在，下院全体での最終的な採決（第三読会）の前に，イングランド選出の

議員のみで構成する委員会での審議というステージを加える政府の案が検討さ

れていますが，野党やイングランド以外の地域の政治家たちからは批判の声も

あり，まだ不透明な状況にあります（8）。

　また，ウェールズについては，上記のようにスコットランドへの分権の程度

と比べると，随分差を付けられましたので，ウェールズは 1999 年以降，スコッ

トランドのレベルに追い付くことを目指して，これまでにも段階的に権限の再

委譲に取り組んできました（9）。上記のキャメロン首相の声明を追い風として，

またさらなる権限委譲の強化に取り組んでいる状況です（10）。イングランド内
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の大都市への権力付与の点は，少し性格の異なる話なので，時間の関係もあり

本日の報告では省略します（11）。

　ということで，英国における分権の特徴についてもう一度まとめますと，一

つは，各地域に委譲された権限の大きさにちがいがあることと，もう一つは，

イングランドでは分権（地域議会の設置と権限委譲）が実施されず，英国議会

がイングランド議会の役割を果たしているため，他地域の政治家たちはイング

ランドの問題に介入できるのに，イングランドの政治家は分権化（権限委譲）

された地域の問題に関与できないという 2 点が特徴だと思います。少し難しい

言葉では「非対称性（asymmetry）」と呼ばれる現象です。

　３．枠組み・視点としての「政治と行政」

　英国の分権の問題はいろんな視点から捉えることができますが，わたしは

「政治と行政」の視点から捉えようと思います。また，分権の問題は，国と地

方の関係（中央地方関係）に関わる問題です。政治と行政の視点，そして，中

央地方関係に関する古典的な研究に，ダグラス・アッシュフォードの British 

Dogmatism and French Pragmatism という本があります。アッシュフォードの関

心は，福祉国家における中央地方関係のあり方についてであり，1970 年代の

英仏の地方制度改革の比較研究を行いました（12）。アッシュフォードの研究が

注目されたのは，英国のほうが実用主義的で，フランスは教条主義的というの

が典型的な理解だと思いますが，上記の本では，それを覆す知見を示したこと

です。しかし，わたしが関心を持ったのは，そこではなく，アッシュフォード

が中央地方関係を，政治の体系と行政の体系の 2 つによって捉えようとしたと

ころです。政治の体系の中央地方関係には，国の政治家と地方の政治家との関

係や政党の中央本部と地方支部の関係などがあります。また，行政の体系の中

央地方関係には，国の各省庁の公務員と地方自治体の職員の関係などを意味し

ます。
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　非常にシンプルな枠組みですが，シンプルな分，応用力は高いと言えます。

この枠組みを使って日英の分権改革のちがいについて説明すると，日本の分権

改革は，中央省庁の持つ権限を県や市町村などの地方自治体に委譲する改革で

すから，行政権の委譲が中心であり，行政的体系をめぐる改革（行政的分権）

という言い方ができます。一方，英国の分権は上記のように，英国議会の有す

る立法権の一部を地域議会に委譲する改革であり，改革の担い手と内容は，政

治家と議会，立法権であり，政治的体系をめぐる改革（政治的分権）と整理で

きます。

　近年，中央地方関係の捉え方にも変化が見られるようになりました。これま

での捉え方では，権限や財源の中央への集中（集権）もしくは地方への分散（分

権）の状況が主な関心事でしたが，これは制度的な捉え方と言えます。近年は，

より政治のダイナミックな動き（動態）に目を向けるようになり，中央の政権

党と地方の政権党の関係を重視するようになりました。中央の政権党と地方の

政権党が一致しているか，不一致かということがどのように中央地方間での政

策の行方に影響するのかという点に関心が持たれています。英国政治学会の機

関誌に掲載されたニコラ・マキューエン（Nicola McEwen）等の特集論文はま

さにその点を争点にしています（13）。英国とスコットランドの間の政権党の関

係は次のように整理できます。
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図表 1　アッシュフォードの中央地方関係構造の枠組み
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　見ての通り，99 ～ 07 年までは一致しており，07 年以降は不一致という状況

です。時間の関係で詳しい話はできませんが，一致の時代は，労働党内（全国

本部とスコットランド労働党）の話し合いで解決が付き，中央地方関係は非常

にスムースでした。07 ～ 11 年は不一致の時代ですが，スコットランドの SNP

は少数（単独）政権であり，英国政府との関係では極力対立を避けようとしま

した（14）。それと対照的に，2011 年以降は，SNP は多数（単独）政権になり，

独立問題の本格的提起や，独立住民投票（での否決）後もさらなる権限委譲要

求や第二の住民投票の可能性を示唆するなど，非常に対立的で挑戦的な態度を

示しています。その原動力になっているのが，SNP のスコットランドにおけ

る人気です。独立住民投票では敗れたにも関わらず，2015 年 5 月に実施され

た英国議会の総選挙では，SNP はスコットランドの 58 選挙区中 56 で勝利し

ました。このような人気が SNP の発言力の基となっています。と言うことは，

中央地方間の政権党の一致，不一致の中央地方関係に与える影響より，政権基

盤（少数政権か多数政権か）や選挙結果（政治的支持の大小）の与える影響の

ほうが大きいと言えます。

　さて，本日のシンポジウムのテーマは「政治と行政」ですが，いまお話しし

た政権党の一致，不一致の議論や，政権基盤や選挙結果の話は，いずれも「政

治」に関する話です（アッシュフォードの言う政治的体系）。英国においても，

中央省庁の公務員とスコットランド政府の公務員がさまざまな交渉を行ってい
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図表 2　英国とスコットランドの政権党間関係
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るはずですが，そうした話はなかなか外に出てきません。つまり，行政的体系

が隠れているということです。英国の中央地方関係は顕在化されているのは政

治的体系であり，行政的体系は顕在化されていないというのが，ここまでの話

の一応のまとめです。

　４．英国の分権の特徴と課題

　最後に，スコットランドのことに絞って独立住民投票後の状況について触れ，

それを通して英国の分権の特徴と課題について考えます。上記のようにキャメ

ロン首相の声明に基づき，スコットランドへのさらなる権限委譲のあり方につ

いて検討することになりました（15）。その役割を担ったのがスミス委員会（the 

Smith Commission）です（16）。スミス委員会は検討結果の報告書を 2014 年 11

月 27 日に公表しました。政府（キャメロン政権）は，この報告を基にした「2015

年スコットランド条項草案」を 2015 年１月にまとめ，公表し，英国議会での

審議は総選挙後としました。総選挙後の 2015 年５月 28 日，上記の草案を基に

した「2015-16 年スコットランド法案」を議会へ提出し，現在審議中です。

　スミス委員会報告，草案，法案の間には若干のちがいがありますが，その点

は省略して，このさらなる権限委譲の提案の一番の目玉（争点）は，スコット

ランドへの財政自主権の付与（程度もしくは有無）についてです。1999 年の分

権改革（スコットランド議会の設置および権限委譲）の前も後も，スコットラン

ドでの行政サービスの提供に必要な財源の提供は，包括補助金（block grant）と

呼ばれる国の財源によって賄われています。その意味では，分権改革と言って

もそれは立法権限の話であって，財政的分権を伴わないものでした。現在審議

中の法案ではこの点を問題にして，スコットランドで徴収される所得税（国税）

はすべてスコットランドで使えるようにするという提案です。また，消費税（VAT）

の 1 割や航空旅客税，砂利税はすべてスコットランドに財源移譲するという提

案です。一見すると，スコットランドの財政自主権は大変高まるように見えま

す。ただし，いくつかの注意が必要です。第一に，スコットランドの市民は所
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得税をスコットランド政府に支払うのではなく，従来通り英国政府（歳入関税

庁：HMRC）に支払います。第二に，航空旅客税や砂利税に関する権限は「委譲」

されることが明記されていますが，VAT の 1 割については「スコットランドに

割り当てる」との表現が用いられ，引き続き英国政府の管理下にあることを示

唆しています。第三に，スコットランドに割り当てられる財源（所得税のすべて，

VAT の 1 割）と委譲される財源（航空旅客税と砂利税）だけでは必要額に足り

ない場合は，従来通りの包括補助金で補てんするということです。

　こうして見てくると，一見した際の華々しさとは対照的に，実質的にこれま

での包括補助金のしくみとどれほど変わるのかとの疑問が生まれます。そして，

この一連の財政的な中央地方関係（財政的枠組み）を管理するのは英国政府の

大蔵省（HM Treasury）です。少し話に飛躍があるかもしれませんが，上記で

英国の中央地方関係では行政的体系が顕在化されないと述べましたが，財政的

関係を見ると，英国大蔵省の影響力の大きさ（集権性）が目立ちます。そこで，

ここまでの話をやや強引にまとめますと，英国の分権の中でもスコットランド

の特徴と課題としては，次の 2 つのことが言えると思います。まず特徴ですが，

中央地方関係の状態（調和もしくは対立）や分権（権限委譲）をどれだけ進め

るかについては，政治的体系の中でも政権党の一致，不一致の与える影響より，

政権基盤や政治的支持の与える影響のほうが大きいということ。そして，課題

については，行政的体系については見えにくいが，財政的枠組みを見ると，英

国政府大蔵省の影響力の大きさが分かり，この改革（実質的な財政自主権の向

上）が英国の分権改革の中でも最も難しい課題であるということです。

　5．おわりに

　最後に本日のわたしの話を大きくまとめると，英国の分権改革は，英国議会

の持つ立法権の一部を地域議会に委譲する改革であり，その過程で目立つ改革

の担い手や要素は，政治家や政党，選挙の結果であり，「政治」の要素が大き

いです。日本の分権改革のように，中央省庁の持つ権限を自治体に委譲する「行
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政」中心の改革とは大きく異なるように見えます。

　英国では改革の主役は「政治」であり，公務員などの「行政」が果たす役割

は隠れています（裏方に徹しています）。ただし，財政的な国と地方（地域）

の関係を見る時，大蔵省の影響力の大きさが姿を現します。そして，「財政」

をめぐる分権改革が英国でも難しい課題でありました（この点には日本との共

通点があります）。

　政治中心の改革か，行政中心の改革かという視点では，英国の分権の進め方

と内容は日本と大きく異なるように見えますが，抱える課題の点では共通点が

ありました。政治中心か，行政中心かは，統治制度や政治文化のちがいによる

ものですが，そのちがいにも関わらず，共通した課題を持つ点は興味深いです。

財政が政治と行政の双方の要素を有しているということかもしれませんが，政

治と行政について一面的な捉え方をすべきではないとの教訓を得たような気が

します。ご清聴ありがとうございました。

注

　（ 1 ）　 比較的最近の行政学の教科書である，曽我謙悟『行政学』有斐閣，2013 年は４

部で構成されているが，そのうち，第Ⅰ部が政治と行政に充てられている。ち

なみに他の部は，第Ⅱ部が行政組織，第Ⅲ部がマルチレベルの行政，第Ⅳ部が

ガバナンスと行政。

　（ 2 ）　 賛成 161 万 7,989 票（44.7％），反対 200 万 1,926 票（55.3％），投票率 84.59％。

　（ 3 ）　 Scottish Independence Referendum: statement by the Prime Minister – Press 

release –

　（ 4 ）　 北アイルランドについては，IRA によるテロ行為などによって政情が不安定で，

地域議会の権限がしばしば停止され，中央政府の直接統治に戻るという特殊事

情が見られる。

　（ 5 ）　 1998 年スコットランド法により，所得税の標準税率の上下３％まで変更できる

税率変更権（Scottish Variable Rate: SVR）が認められていた。また，2012 年スコッ

トランド法によって，スコットランド議会に所得税の一部税率決定権（Scottish 

rate of income tax: SRIT）を付与した。具体的には，スコットランドの所得税は

他地域より 10％低く設定でき，その低くした分については，スコットランド議
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会の判断で課税できるようにした（その部分についてはスコットランド政府の

歳入になる）。SVR は SRIT により置き換えられる（実施は 2016 年４月から）。

　（ 6 ）　 かつてイングランドでもグレーター・ロンドンを除く８地域（region）に公選

議会を設ける案があり，2014 年 11 月にはノース・イースト地域において，公

選地域議会の設置をめぐる住民投票が行われた。否決されたため，その構想は

挫折した。

　（ 7 ）　 1977 年にスコットランドのウェスト・ロジアン選挙区選出の労働党国会議員

のタム・ディエル（Tam Dalyall）が提起したため，「ウェスト・ロジアン問題」

と呼ばれる。

　（ 8 ）　 SNP や労働党などが反対している。http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-33351688, 

2015/7/2（最終閲覧日：2015/9/10）

　（ 9 ）　 2006 年ウェールズ政府法によって 20 の分野については，ウェールズ議会から

独自の法律の制定を英国議会に求めやすくなった。さらに，2011 年の住民投票

の結果，その 20 の分野については一次立法権（英国議会の承認なく独自に法

律が制定できる権限）を付与された。

　（10）　 ウ ェールズ へ の さ ら な る 権 限 委 譲 の あ り 方 に つ い て 検 討 す る た め に

“Commission on Devolution in Wales”（通称シルク委員会）が 2011 年 10 月 11

日設置された。同委員会の報告書は２つの部分で構成され，第１部は 2012 年

11 月に公表された。主な内容は，印紙税のような小規模な税金の税率変更権の

委譲および 2020 年までに住民投票を経た上での所得税の税率変更権の付与な

どであった。これらの内容を踏まえて，2014 年ウェールズ法が制定された。第

２部は 2014 年３月に公表された（当初の予定は 2013 年末）。主な内容は，ウェー

ルズ議会および地方議会選挙の投票年齢を 16 歳に下げること，航空旅客税の

税源移譲などであった。第１部より論争的な点を含んでいたが，2015 年２月

27 日の “St David’s Day Agreement”（キャメロン首相およびクレイグ副首相に

よる合意）により，政府は 2015 年ウェールズ法案として審議することを予定

している。

　（11）　 イングランドについては，大都市を中心とした都市圏（city region）で「合同

行政機構（Combined authority）」と呼ばれる自治体間連携のしくみを設け，経

済開発や交通政策を共有化し，また，交渉と協約に基づき政府から権限や財源

の委譲を予定している。ただし，そのためには公選首長制を採用することが条

件となっている。

　（12）　 英国については，1972 年地方自治法の制定過程を対象にし，フランスについて
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は，70 年代におけるコミューンの統合やコミューン間の連携の試みを対象にし

た。Ashford D. British Dogmatism and French Pragmatism, London: Allen & Unwin, 

1982.

　（13）　 McEwen N. W. Swenden and N. Bolleyer ‘Introduction: Political Opposition in a 

Multi-level Context’, BJPIR vol.14, 2012.

　（14）　 例えば，カウンシル・タックスの地方所得税への変更提案など論争的な問題を

SNP は避けてきた。

　（15）　 独立住民投票直前には，独立賛成派が反対派を上回る状況が見られ，ゴードン・

ブラウン前首相がスコットランド入りし，スコットランドが連合王国に留まっ

た際にはさらなる権限委譲を進めることを約束した。この「ゴードン・ブラウン・

イニシアティブ」と呼ばれる提案にはキャメロン首相も賛成し，住民投票後の

首相声明はその約束に応えたということであった。

　（16）　 スミス委員会は，スミス卿（Lord Smith of Kelvin）を委員長とし，スコットラ

ンド議会に議席を有する主要政党（保守党，自民党，労働党，SNP，緑の党）

で，さらなる権限委譲のあり方に関する政党間合意を形成するためのしくみで

ある。
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